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１．補助金の募集要件
№ 分類 Ｑ Ａ

1

施工業者
について

施工業者は滋賀県内に限定されて
いるのですか。

補助対象設備の施工業者は県内事業者である必要があります。（補助対象設備本体の購入は県
外事業者でも構いません。）支店、営業所等の名称は問いませんが、事務所機能を有していれば
差し支えありません。
ＨＥＭＳは滋賀県内の販売店から購入する必要があります。

2

施工業者
について

基本対策推進事業の申請書類の中
の領収書ですが、領収書に記載さ
れる販売店名と住所は本社ではな
く、滋賀の支店の住所でないといけ
ないですか？

対象設備の施工業者は県内事業者であることが必要ですが、対象設備の購入は県外事業者でも
構いません。

3

建物の所
有者につ
いて

申請者の住民票上の住所と異なる
家屋に補助対象設備を設置する場
合、申請はできますか。
(例) 同一敷地内に番地の異なる家
屋があり、住民票と異なる家屋に補
助対象設備を設置する場合など。
(例)別荘やセカンドハウスに補助対
象設備を設置する場合。

申請できますが、補助対象設備を設置する家屋が申請者の所有であり、滋賀県内に所在する必
要があります。補助対象設備を設置する家屋の、登記事項証明書(建物の全部事項証明書)を併
せて提出してください。

4

建物の所
有者につ
いて

別世帯の親族の家に補助対象設備
を設置しました。申請をすることは
できますか。

申請者が所有する家であり、補助対象設備の代金を支払っているのであれば、別荘としての取り
扱いとして申請できます。（上記№３参照）

5

建物の所
有者につ
いて

親から建物を譲り受けて工事をし
ましたが、対象になりますか。

所有権が申請者に移った翌日以降に着工していることが条件になります。場合によっては登記
事項証明書(建物の全部事項証明書)を提出して頂き、所有権の移転日を確認します。

6

既存住宅
とは

太陽光については、新築住宅完成
後に搭載するという場合、補助金対
象になるということでしょうか。建
設工事期間と対象設備工事期間が
重なっていないものとなっている
ので・・・

新築住宅工事が完了後に、太陽光発電システムを設置する工事を実施される場合は、対象とな
ります。
※ただし、対象設備の工事着工日時点の建物の所有者が申請者もしくは同居の家族である場合
のみ対象です。

7

申請期日
60日以
内の扱い
について

60日以内の申請ということですが
例えば4月前半に完工、支払い済み
の工事であればできるだけ早めに
という解釈でよろしいでしょうか。

申請受付以前に支払を完了されている場合は、申請受け付け開始後60日以内を原則として申
請を行ってください。

8

ローン契
約につい
て

対象設備の支払後に申請との事で
すが、ローンで契約されている場合
の支払い完了の定義はどうなりま
すか？

補助対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、ローン会社等による立て替え払いも含
めて代金の支払いが完了していること、あるいは補助対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）
で購入し、販売業者と今後全額支払いすることの契約が完了していることが定義となります。

9

併用の考
え方

重点対策加速化事業と基本対策推
進事業の併用の考え方は。

・重点対策加速化事業と基本対策推進事業のどちらかの補助を受けることができますが、同一
対象製品については、重点対策加速化事業と基本対策推進事業の併用はできません。
・したがって、太陽光発電システムについて重点対策加速化事業の補助を受けられる場合におい
て、基本対策推進事業で蓄電池の補助を受けることは、同一対象設備の補助の併用にはあたら
ず、設備要件等が認められる場合は補助を行うことができます。

10

各補助金
との併用
について

重点対策加速化事業＝国庫、基本
対策推進事業＝県費、という認識で
よいのか？県の補助事業であれ
ば、国のこどもエコすまい補助金や
窓リノベ事業補助金や給湯省エネと
重複申請できる、という認識で良い
ですか？

基本対策推進事業については、他の国庫を財源とする補助金とも併用が可能です。

11

各補助金
との併用
について

国の窓リノベ事業で窓を、県の重点
対策加速化事業で壁の断熱工事の
みをそれぞれ申請することは可能
ですか？

導入する設備に対し二重補助とならない、重点対策加速化事業に係る導入部分が改修率要件を
満たすようであれば、併用いただくことは可能です。

12

各補助金
との併用
について

国庫を財源とするものとの併用は
できないとは、市単独補助（市費
100％）であれば併用可能という認
識でよいでしょうか？

そのとおりです。

２．重点対策加速化事業

№ 分類 Ｑ Ａ

1

太陽光発
電システ
ム

 補助金額の算定に用いる「太陽電
池出力」について、太陽電池モ
ジュールもしくは、パワーコンディ
ショナーいずれの出力値を用いれ
ばよろしいでしょうか。

補助金額の算定に用いる「太陽電池出力」については、太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公
称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を kW 単位で小数
点以下を切り捨てた値を用いてください。

よくある質問



2

太陽光発
電システ
ム

交付要件 dに記載されている自己
託送とはどういうことでしょうか？

太陽光発電設備を設置して発電した電気を送配電事業者が保有する送配電ネットワークを利用
し、他地域の施設に供給すること。すなわち、自宅で発電した電気を、遠隔地の密接な別の施設
に供給してはいけません。自宅でつくった電気は自宅で使うこと。

3

太陽光発
電システ
ム

FITが終了した既存の太陽光パネ
ルにさらにパネルの増設をし蓄電
池を設置する場合、もしくは既存パ
ネルを撤去し改めてパネルを新設し
て、蓄電池を設置する場合は、今回
の重点対策加速化事業の補助金の
申請ができますか？

増設される設備容量が2kW以上の場合、重点対策加速化事業の補助の対象です。なお、既存の
パネルを撤去し改めて新設されることは、同一の対象設備からの更新と解されるため、補助対象
外です。
※既存の太陽光発電システム設置時に同様の補助金を受けていないことが条件です。

4

太陽光発
電システ
ム

ＦＩＴ制度・ＦＩＰ制度の認定は取得で
きないとの条件がありますが、余っ
た電力は売電できないということ
でしょうか。

自家消費率が３０％以上の状態であれば、ＦＩＴ制度・ＦＩＰ制度の認定を取得しない方法で売電を
行うことは可能です。

5

太陽光発
電システ
ム

自家消費率３０％以上が条件となっ
ていますが、実績については毎年報
告する必要はありま
すか？

実績報告の義務はありませんが、情報の提供等を求める場合があるため、電力使用量・発
電量等については記録を残していただきますようお願いいたします。また情報の提供等を求め
た場合は、必ず協力してください。

6

高効率給
湯器

政府の給湯省エネ補助金では、既存
給湯器の写真撮影の際、撮影日時
のプレートも同時撮影が条件です
が、
今回の滋賀県の2つの補助金では、
日付のプレートは不要でしょうか？

型番が分かるように撮影された給湯器の写真を添付してください。
日付のプレートは不要です。

7

高効率給
湯器

交換前給湯器の証明が必要です
が、銘板の字が小さい、劣化で消え
ている等、読み取れない場合はどう
したらよいですか。

交換前給湯器が高効率給湯器ではないことの確認のため資料を添付して頂いています。取扱説
明書、廃棄時の書類、購入時の書類等で証明となるものを添付してください。

8

高効率給
湯器

上記No.７の確認のための資料を
添付することができない場合は、ど
うしたらよいですか。

原則は上記No.７の確認書類を提出いただきますが、いずれの確認書類の提出が困難な場合に
限り、別に定める「交換前設備証明書」を工事施工者に発行を依頼してください。

9

高効率給
湯器（エネ
ファーム）

既存の給湯器に後付けのエネ
ファームを設置する場合、対象にな
りますか。

バックアップ熱源機は既存の給湯器のままで、燃料電池発電ユニットのみエネファームになるの
であれば対象となります。

10

高効率給
湯器（エネ
ファーム
以外）

従来の給湯機器等に対して30%以

上の省ＣＯ₂効果の計算方法を教え

て下さい。

このホームページのTOPICSに掲載の「高効率給湯器省CO₂率計算シート例（Excel）」を参考
にして計算した書類（任意様式）を添付の必要な書類等と併せて提出してください。
【ご参考】環境省「脱炭素先行地域づくり自治体向け算定支援ファイルガイドブック」
　　　　　https://www.env.go.jp/content/000155248.pdf

11

家庭用蓄
電池

補助金額の算定に用いる「蓄電容
量」は、単電池の定格容量を用いれ
ば良いでしょうか？

補助金額の算定に用いる「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧および使用する
単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、ｋｗｈ単位で小数点第二位以下を切り捨てた値
を用いてください。
「初期実効容量」ではないのでご注意ください。

12

家庭用蓄
電池

家庭用蓄電池の要件の考え方は？
（補助金額および価格要件の考え方
は？）

事例を以下に記しますのでご参考ください。
【事例】　Ｓ社製品
蓄電池価格　：１，４３０，０００円（税抜き）
蓄電池工事費：　   １００，０００円（税抜き）
合　　計　　：１，５３０，０００円（税抜き）
蓄電池容量　公称容量６．５ｋｗｈ　定格容量６．３ｋｗｈ

補助金の算出
①１，４３０，０００円（本体価格・税抜き）×１／３＝４７６，６６６円
②１５５，０００円／ｋｗｈ×１／３（工事費込み・税抜き）が上限であることから、
   １５５，０００円／ｋｗｈ×６．３ｋｗ×１／３＝３２５，５００円
③工事費を除いた価格が交付金額の定義であることから
　３２５，５００円×１，４３０千円／１，５３０千円＝３０４，３３５円となるが、上限３００，０００円
　が補助金額となる。

要件に該当するか
　１，５３０，０００円÷６．３＝２４２，８５７円（１ｋｗｈ当たりの価格）
※１ｋｗｈ当たり１５５，０００円を超えているので、交付要件ｄを満たしていないので、
　　補助対象外。

13

家庭用蓄
電池

家庭用蓄電池の本体価格と設置工
事費は、提出書類にどのように記載
すればよろしいでしょうか。

交付申請書３ページ目の家庭用蓄電池本体価格と設置工事費を分けた記載例（税抜き）。

対象設備の種類

　①太陽光発電システム １,５００,０００円

　②家庭用蓄電池（本体） １,４３０,０００円

　③家庭用蓄電池（工事費） １００,０００円

合計　３,０３０,０００円

定格蓄電容量が6.3kwhの場合

                          　　     例（1,530,000円 ÷ 6.3kwh） （上限30万円）

対象設備
設置経費

（補助対象経費）

　　設置経費（消費税を除く）

交付申請額
交付請求額

☑蓄電池　補助対象経費 　1,430,000円（本体価格） × 1/3  ＝ 476,000円

   　　　　定格蓄電容量（  6.3  ）kwh  ×  15.5万円  ×  1/3  ＝ 325,000円

※1kwh当たりの価格（工事費込み価格÷定格蓄電容量）＝ 　242,857円



14

家庭用蓄
電池

家庭用蓄電池の導入に要件にPVｼｽ
ﾃﾑとの接続とありますが、こちらは
FIT制度利用の有無は関係ないと
いうことで間違いないでしょうか。
また家庭用蓄電池にV2Hシステム
は含まれないということでしょう
か。

家庭用蓄電池に関しては、FIT制度利用の有無は関係ありませんが、重点対策加速化事業を活
用するには、同事業においてFIT制度の活用を認めない太陽光発電システムと合わせて設置す
る必要があります。
また家庭用蓄電池にV2Hシステムは含みません。

15

断熱設備
（壁・窓等
断熱改
修）

断熱設備の外皮部分の確認は写真
のみですか？

補助対象工事を行う部分とその内容がわかるように示した平面図、姿図、求積図、求積表等をご
提出ください。
※補助金申請の手引き1７ページ「（7）断熱設備の考え方」を参照してください。

16

断熱設備
（壁・窓等
断熱改
修）

断熱設備（断熱改修）における屋根
の取り扱いについて

屋根に断熱材を施工する場合、屋根のみの断熱改修工事は補助の対象外ですが、居室を中心と
した壁・窓等の改修工事とあわせて屋根の断熱改修を行う場合は、補助の対象となります。（屋
根は天井に含みます）

17

高効率空
調設備

高効率空調設備で、様式１１の省Ｃ
Ｏ２効果が２通り表示される。どち
らも３０％以上を満たす必要がある
のか？

期間消費電力量がわかる場合はその数値のみを入力してもらえば、上段に省ＣＯ２効果が表示
されます。期間消費電力量がわからない場合は暖房と冷房の消費電力を入力していただければ
下段に省ＣＯ２効果が表示されますので、どちらかで判断してください。

18

高効率照
明機器

調光制御機能を有するLEDとは、
どのような機能でしょうか。

調光制御機能を有するLEDとは、以下①～③のいずれかの機能を有するLEDのことです。
①スケジュール制御（予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパター
ン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能）
②明るさセンサによる一定照度制御（明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光
制御する）
③在/不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別
回路を点滅又は調光制御する）

19

家庭用蓄
電池

1つの太陽光発電システムに対して
複数台の家庭用蓄電池を設置する
場合、家庭用蓄電池の補助金は台
数分の交付申請ができますか。

家庭用蓄電池の設置台数にかかわらず、太陽光発電システム1つあたりの蓄電容量において、補
助金の交付額を決定します。但し、例えば、母屋の太陽光発電システムと離れの太陽光発電シス
テムに別々に蓄電池を設置する場合など蓄電池を設置する太陽光発電システムが異なる場合は
財団にご相談ください。

【参考】
〇重点対策加速化事業
　　  蓄電池の価格（円/kWh）の１／３
      （ただし、下記価格（※１）の１／３を上限とするとともに、下記価格（※２）を上限とする。）
      ※１ 15.5 万円/kWh（工事費込み・税抜き）
      ※２ 一事業あたり 30 万円

３．基本対策推進事業

№ 分類 Ｑ Ａ

1

高効率給
湯器

交換前給湯器の証明が必要です
が、銘板の字が小さい、劣化で消え
ている等、読み取れない場合はどう
したらよいですか。

交換前給湯器が高効率給湯器ではないことの確認のため資料を添付して頂いています。取扱説
明書、廃棄時の書類、購入時の書類等で証明となるものを添付してください。

2

高効率給
湯器

上記No.1の確認のための資料を添
付することができない場合は、どう
したらよいですか。

原則は上記No.1の確認書類を提出いただきますが、いずれの確認書類の提出が困難な場合に
限り、別に定める「交換前設備証明書」を工事施工者に発行を依頼してください。

3

高効率給
湯器（エネ
ファーム）

既存の給湯器に後付けのエネ
ファームを設置する場合、対象にな
りますか。

バックアップ熱源機は既存の給湯器のままで、燃料電池発電ユニットのみエネファームになるの
であれば対象となります。

4

高効率給
湯器

政府の給湯省エネ補助金では、既存
給湯器の写真撮影の際、撮影日時
のプレートも同時撮影が条件です
が、
今回の滋賀県の2つの補助金では、
日付のプレートは不要でしょうか？

型番が分かるように撮影された給湯器の写真を添付してください。
日付のプレートは不要です。

5

太陽熱利
用システ
ム

太陽光発電システムを設置せず（既
設なし）に、太陽熱温水器を設置す
る場合は、基本対策推進事業の補
助対象には該当しないという認識
でよいでしょうか？

「停電の際、単独で設備機能を利用できる」場合は補助の対象となります。
※「停電の際、単独で設備の機能を利用できる。」とは、系統電力から給電が停止しても、
　設備の機能を継続できることで、以下のような機能が想定されます。
　　例①自然循環型で停電時でも水圧でお湯を供給できる。
　　例②設備に非常用の取り出し口を取り付けている。

6

家庭用蓄
電池

家庭用蓄電池の導入に要件にPVｼｽ
ﾃﾑとの接続とありますが、こちらは
FIT制度利用の有無は関係ないと
いうことで間違いないでしょうか。
また家庭用蓄電池にV2Hシステム
は含まれないということでしょう
か。

家庭用蓄電池に関しては、FIT制度利用の有無は関係ありませんが、基本対策推進事業を活用
するには、同事業においてFIT制度を活用する太陽光発電システムと合わせて設置する、または
太陽光発電システムが既に設置されていることが必要です。
また家庭用蓄電池にV2Hシステムは含みません。



7

家庭用蓄
電池

1つの太陽光発電システムに対して
複数台の家庭用蓄電池を設置する
場合、家庭用蓄電池の補助金は台
数分の交付申請ができますか。

家庭用蓄電池の設置台数にかかわらず、太陽光発電システム1つあたりの蓄電容量において、補
助金の交付額を決定します。但し、例えば、母屋の太陽光発電システムと離れの太陽光発電シス
テムに別々に蓄電池を設置する場合など蓄電池を設置する太陽光発電システムが異なる場合は
財団にご相談ください。
【参考】
〇基本対策推進事業
　　　定額　５万円

№ 分類 Ｑ Ａ

1

高効率給
湯器（エネ
ファーム）

工事完了日は試運転日、発電開始
日、使用開始日等のいずれになる
のか。

使用開始日を原則としてください。

2

交付決定
通知書に
ついて

手続き代行者にも交付決定通知書
を発行してほしい。

交付決定通知は申請者宛に郵送しており、手続き代行者への発行は行なっておりません。
 pv@ohmi.or.jpにお問合せいただければ、状況をご連絡いたします。

3

交付申請
の遅延に
ついて
（60日
ルール）

支払完了後のFITの受給開始日を
待っていると、60日を超えてしま
うが、昨年同様理由書の提出で良
いのか。

理由書の提出により６0日を超えても受付します。なお、基本対策推進事業の太陽光発電システ
ム設置の場合は受給開始日から６０日以内の提出で結構です。

4

エコ
キュート
等につい
て

令和6年度もネオキュートは補助対
象ですか。

要件を満たすヒートポンプ給湯器が補助対象となります。

5

提出書類
について

令和6年度に変更になった書類は
ありますか。

重点対策加速化事業の太陽光発電システムは「電力会社との連系協議書類等のコピー」を追加
し、エネファームは「従来の給湯機器等に対して30%以上の省ＣＯ2効果の計算結果」が不要に
なりました。

6

設置日の
考え方に
ついて

設置日の考え方を変更された理由
を教えて下さい。

国からの指導によるものです。

7

高効率給
湯器（エネ
ファーム）

昨年は重点対策加速化事業のLＰガ
スの製品は補助対象とならなかっ
たが今年もですか。

エネファームについて、「３０％以上の省ＣＯ2効果」に係る要件を見直しております。

8

太陽光発
電の売電
先につい
て

重点対策加速化事業の場合、昨年
同様FIT、FIP以外の売電をするこ
とは可能ですか。

可能です。なお、交付要件h「需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電し
て消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30％以上とすること。」を確認し
てください。

9
予算につ
いて

昨年の執行率と今年の予算を教え
て下さい。

令和５年度は約230百万円の予算に対し、執行率は約６０％でした。令和６年度の予算は約158
百万円です。予算の執行状況についてはホームページで確認してください。

10

太陽光発
電システ
ム

重点対策の追加になった提出書類
について教えて下さい。

電力会社との連系協議書類等のコピーの提出が必要です。詳細は次のとおりです。
※余剰電力を売電する場合
①売電契約書の写し
※余剰電力を売電しない場合は①および②
①電力会社との連系協議書類（系統連系申込書、契約書、申合書等のFIT制度による連系でない
ことの分かる書類）の写し
②その他付随資料（例えば、単線結線図、発電所構内図等、需要設備のある自家消費型であるこ
との分かる図面）

11

太陽光発
電の売電
先につい
て

ＦＩＴ契約をしない場合の売電先は
関西電力以外ということですか。

再エネ特措法に基づく固定価格買取制度（FIT制度）の認定又は FIP制度の認定を取得しないの
であれば、売電先に制限はありません。

12

納税証明
書につい
て

県のＨＰでは守山市の自動車税事
務所でも取得できるとなっている
が、施主様に教えてよいか。

県税に未納のない納税証明書を発行されるようになりましたことを確認しましたのでご案内を
お願いします。
※念のため架電にてご確認ください。
〒524-0104  守山市木浜町2298-2　　TEL　077-585-7288

13

高効率給
湯器（エネ
ファーム）

昨年は都市ガス製品は補助対象で
ＬＰガス製品は対象外であったのは
なぜですか。

補助対象について、燃料による制限は設けておりません。「従来の給湯機器等に対して30%以
上の省ＣＯ₂効果が得られるもの」であるかご確認ください。なお、燃料によって排出係数が異な
ります。

令和6年5月21日開催説明会での質問に対する回答


